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情報通信審議会及び郵政行政審議会の再編について

【 平成１９年度末 】 【２０年７月４日以降】

【基本的政策審議・法施行型】

情報通信審議会

情報通信技術分科会

情報通信政策部会

電気通信事業部会

有線放送部会

ＩＴＵ－Ｔ部会、ＩＴＵ－Ｒ部会

【基本的政策審議型】

情報通信審議会

情報通信技術分科会

ＩＴＵ－Ｔ部会、ＩＴＵ－Ｒ部会

情報通信政策部会

郵政政策部会

電気通信事業政策部会

【法施行型】 【法施行型】

郵政行政審議会 情報通信行政・郵政行政審議会

日本郵政公社経営・評価分科会 郵政行政分科会

郵便・信書便サービス部会

貯金・保険サービス部会

法施行機能を移管

H20.4.1廃止

1

有線放送部会（総会において設置）

電気通信事業部会（総会において設置）



［参考］総務省組織令の一部改正（平成20年７月４日改正）

（設置）

第百二十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、

次の審議会等を置く。

（中略）

情報通信審議会

郵政行政審議会

（設置）

第百二十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、

次の審議会等を置く。

（中略）

情報通信審議会

情報通信行政・郵政行政審議会

(情報通信審議会)
第百二十四条 情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

イ 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要

事項

ロ 郵便事業、郵便局の活用による地域住民の利便の増進、社会・

地域貢献基金及び郵便認証司に関する重要事項

二 前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。

三 第一号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

四 有線テレビジョン放送法（昭和四十七年法律第百十四号）、特定通

信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号）、身体障

害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の

推進に関する法律（平成五年法律第五十四号）、情報処理の促進に関

する法律（昭和四十五年法律第九十号）及び電気通信事業法の規定

に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

(情報通信審議会)
第百二十四条 情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

イ 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項

ロ 郵便事業、郵便局の活用による地域住民の利便の増進、社会・地域

貢献基金及び郵便認証司に関する重要事項

二 前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。

三 第一号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

「郵政行政

審議会」の

名称変更

○ 「郵政行政審議会」の名称変更及び所掌事務の変更等

【改正（案）】【現行】
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（情報通信行政・郵政行政審議会）

第百二十五条 情報通信行政・郵政行政審議会は、有線テレビジョン放送法

（昭和四十七年法律第百十四号）、特定通信・放送開発事業実施円滑化法 （平

成二年法律第三十五号）、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体

障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 （平成五年法律第五十四号）、情

報処理の促進に関する法律 （昭和四十五年法律第九十号）、電気通信事業法 、

郵便法 、お年玉付郵便葉書等に関する法律 （昭和二十四年法律第二百二十

四号）及び民間事業者による信書の送達に関する法律 （平成十四年法律第九

十九号）の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

四号に規定

する法施行

事務を移管



郵政行政審議会 議事規則の一部改正(案)

２ 改正の概要

情報通信審議会の所掌のうち法施行に関する事務が情報通信行政・郵政行政審議会に移管されたこと等に伴い、

郵政行政審議会議事規則の一部改正が必要。

１ 改正理由

・審議会の名称変更に関する整備

･会議の公開に関する規定の整備及び公開細則の廃止

･審議会の分科会、部会に関する規定の整備

（趣旨）

第一条 情報通信行政・郵政行政審議会（以下「審議会」という。）の議事

の手続その他審議会の運営については、情報通信行政・郵政行政審議

会令（平成十五年政令第八十一号）に定めるもののほか、この規則の

定めるところによる。

（趣旨）

第一条 郵政行政審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他

審議会の運営については、郵政行政審議会令（平成十五年政令第八

十一号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

【改正（案）】【現行】
（２） 本 則
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３ 主な改正

（１） 題 名

情報通信行政・郵政行政審議会議事規則郵政行政審議会議事規則

【改正（案）】
【現行】

審議会名等

を改正



郵政行政審議会 議事規則の一部改正(案)

(公開に関する取扱い）

第九条 総会は、原則として、公開する。ただし、総会を公開することにより当事者又は第三者

の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他の会長が非公開とすることを必

要と認めた場合にあっては非公開とすることができる。

２ 総会に配付された資料及び議事録（以下「議事録等」という。)は、審議会の事務局において閲

覧その他の方法により公開する。ただし、議事録等を公開することにより当事者又は第三者の

権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他の会長が非公開とすることを必要と

認めた場合、その全部又は一部を非公開とすることができる。

３ 第一項ただし書の規定により総会を非公開とする場合又は前項ただし書の規定により議事録

等を非公開とする場合は、その理由を公表する。

４ 議事録が公開されるまでの間、審議会の事務局は、議事概要を速やかに作成し、会長の承認

を得て公開する。

(公開に関する取扱い）

第九条 総会は、原則として、非公開とする。

２ 総会における議事録及び配付資料は、原則と

して、公開とする。

３ 前二項に係る基準及び手続は、会長が審議会

に諮って定める。

（分科会）

第十条 情報通信行政・郵政行政審議会令第五条第二項の規定により郵政行政分科会（以下

「分科会」という。）において処理することとされた事項であって次に掲げるもの以外のものに係

る分科会の議決は、その議決をもって審議会の議決とする。次に掲げる事項に係る議決であっ

て、緊急の必要その他やむを得ない事情があるもの又はその事項の内容が軽微であるものと

して会長が認めるものについても同様とする。

一 郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項

第二号若しくは第三号の総務省令の制定又は改廃

二 民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第九条第二号

又は第十六条第二項第二号の総務省令の制定又は改廃

２ 分科会の議事の手続については、第二条から第六条まで、第八条及び前条の規定を準用す

る。この場合において、「総会」とあるのは「分科会」と、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替

える。

３ 分科会の議事については、総会に報告しなければならない。

４ この規則に定めるもののほか、議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科

会長が分科会に諮って定める。

第十条 削除

【改正（案）】
【現行】

会議を

原則公開とし、

関連規定を

整備

郵政行政分科会

に関する規定を

整備
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郵政行政審議会 議事規則の一部改正(案)

（部会）

第十一条 審議会に、次の部会を置く。

一 電気通信事業部会

二 有線放送部会

（部会の所掌事務）

第十二条 前条第一項の部会の所掌等は、別記一及び別記二のとおりとす

る。

（部会）

第十一条 審議会に郵便・信書便サービス部会（以下「部会」という。）を置

く。

２ 部会は、次の事項を調査審議する。

郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）第七十三条、お年玉付郵便

葉書等に関する法律（昭和二十四年法律第二百二十四号）第十一条及

び民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十

九号。第三項において「信書便法」という。）第三十七条の規定により審議

会の権限に属させられた事項

３ 前項の規定により部会において調査審議することとされた事項であって

次に掲げるもの以外のものに係る部会の議決は、その議決をもって審議

会の議決とする。次に掲げる事項に係る議決であって、緊急の必要その

他やむを得ない事情があるもの又はその事項の内容が軽微であるものと

して会長が認めるものについても同様とする。

一 郵便法第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号若しく

は第三号の総務省令の制定又は改廃

二 信書便法第九条第二号又は第十六条第二項第二号の総務省令の

制定又は改廃

【改正（案）】
【現行】

情報通信の

部会の設置

及び

郵政の部会

が分科会に

統合された

ことによる

規定の整備
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附則

（貯金・保険サービス部会）

第三条 審議会に、当分の間、貯金・保険サービス部会を置く。

２ 貯金・保険サービス部会は、次の事項を調査審議する。

（以下民営化法整備法により当審議会の所掌とされている事項の列挙）

附則

（郵政行政分科会の調査審議に関する特例）

第二条 分科会は、情報通信行政・郵政行政審議会令第五条第二項に規

定するもののほか、次の事項を調査審議する。この場合において、分科

会の議決は、その議決をもって審議会の議決とする。

（同左）



（３）別 記

別 記一 電気通信事業部会
(所 掌)

審議会の所掌する事項のうち、電気通信事業及び有線放送電話業務の規律に関

する調査審議

(専決事項)
次の事項については、当部会の決議をもって審議会の決議とする。

１ 電気通信事業法第百六十九条に規定する諮問事項

２ 同条ただし書きの「軽微な事項」の認定

別 記二 有線放送部会 (所 掌)
審議会の所掌する事項のうち、有線放送の規律に関する調査審議

(専決事項)
次の事項については、当部会の決議をもって審議会の決議とする。

１ 有線テレビジョン放送法第二十六条の二に規定する諮問事項

２ 同条ただし書の「軽微な事項」の認定

・ 情報通信審議会より移管された所掌事務のうち、

電気通信事業等に関するものを審議するため、

電気通信事業部会を設置し、規定を整備するもの。

・ 情報通信審議会より移管された所掌事務のうち、

有線放送に関するものを審議するため、

有線放送部会を設置し、規定を整備するもの。

郵政行政審議会 議事規則の一部改正(案)
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す
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。
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会
長
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

一 
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便
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十
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年
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百
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第
六
十
七
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第
二
項

第
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七
十
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三
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三
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省
令
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又
は
改
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二 
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又
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２ 
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八
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前
条
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規
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準
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す
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。
こ
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い
て
、
「
総
会
」
と
あ

る
の
は
「
分
科
会
」
と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
長
」
と
読
み
替

え
る
。 

３ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

一 

電
気
通
信
事
業
部
会 

二 

有
線
放
送
部
会 

 

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
二
項
と
し
、
第
五
項

を
第
三
項
と
し
、
第
六
項
を
第
四
項
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
部
会
の
所
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
別
記
一
及
び
別
記
二
の
と

お
り
と
す
る
。 

 

 

附
則
第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
郵
政
行
政
分
科
会
の
調
査

審
議
に
関
す
る
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
貯

金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
は
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。
」
を
、
「
分
科

会
は
、
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
分
科

会
の
議
決
は
、
そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
し
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
一
項
中
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 

附
則
第
二
項
を
削
り
、
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。 

 

附
則
の
次
に
次
の
別
記
を
加
え
る
。 

 別
記
一 

電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

委
員
等 

                    



 
会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 
掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話

業
務
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審
議 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

附 

則 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
。 

 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

二
十
五
号
。
以
下
「
平
成
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
及
び
電
気
通
信
分
野

に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）

附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四

条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
平
成
十
年
改
正

法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十

四
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

３ 

平
成
十
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事

業
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
「
聴
聞
の
主
宰
者
」
の
推
薦 

 

別
記
二 

有
線
放
送
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
有
線
放
送
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審

議 

三 

専
決
事
項 

 
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
諮
問
事

                    



                     

項 
２ 
同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

附 

則 
 
 

こ
の
決
定
は
、
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

         

  



   
 

 
 

   
 

郵
政
行
政
審
議
会
議
事
規
則
の
公
開
に
関
す
る
細
則
の
廃
止
（
案
） 

郵
政
行
政
審
議
会
議
事
規
則
の
公
開
に
関
す
る
細
則
（
平
成
十
五
年
四
月
二

十
三
日
郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
二
号
）
は
廃
止
す
る
。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第 

号 

 

 
 
 
 

平

成

二

十

年

九

月

二

十

九

日 

 

     

                    



 
（
趣
旨
） 

第
一
条 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）

の
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
情
報
通
信
行
政
・

郵
政
行
政
審
議
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
八
十
一
号
）
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
議
事
録
） 

第
六
条 

審
議
会
は
、
総
会
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事
項
を
記

載
す
る
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

２ 

総
会
の
議
事
録
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
原
案
を
作
成
し
、
出

席
委
員
等
に
よ
る
確
認
の
後
、
会
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
開
に
関
す
る
取
扱
い
） 

第
九
条 

総
会
は
、
原
則
と
し
て
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
総
会
を
公
開
す

る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
又
は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認

め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

郵
政
行
政
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
の
議
事
の
手
続

そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
郵
政
行
政
審
議
会
令
（
平
成
十
五

年
政
令
第
八
十
一
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
議
事
録
） 

第
六
条 

（
同
上
） 

 
 

    

（
公
開
に
関
す
る
取
扱
い
） 

第
九
条 

総
会
は
、
原
則
と
し
て
、
非
公
開
と
す
る
。 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 

郵
政
行
政
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
一
号
）
の
一
部
改
正
（
案
）
新
旧
対
照
条
文 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）  

                     



２ 

総
会
に
配
付
さ
れ
た
資
料
及
び
議
事
録
（
以
下
「
議
事
録
等
」
と
い
う
。)

は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
開
す
る
。

た
だ
し
、
議
事
録
等
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
又
は
第
三
者
の
権

利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
会
長
が

非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公

開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
会
を
非
公
開
と
す
る
場
合
又
は
前

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
等
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理

由
を
公
表
す
る
。 

４ 

議
事
録
が
公
開
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
審
議
会
の
事
務
局
は
、
議
事
概
要
を

速
や
か
に
作
成
し
、
会
長
の
承
認
を
得
て
公
開
す
る
。 

 （
分
科
会
） 

第
十
条 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
郵
政
行
政
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
事
項
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
分
科

会
の
議
決
は
、
そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。
次
に
掲
げ
る

事
項
に
係
る
議
決
で
あ
っ
て
、
緊
急
の
必
要
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
も
の
又
は
そ
の
事
項
の
内
容
が
軽
微
で
あ
る
も
の
と
し
て
会
長
が
認
め

る
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

一 

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項

第
三
号
又
は
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
総
務
省
令
の

制
定
又
は
改
廃 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

２ 

総
会
に
お
け
る
議
事
録
及
び
配
布
資
料
は
、
原
則
と
し
て
、
公
開
と
す

る
。 

    

３ 

前
二
項
に
係
る
基
準
及
び
手
続
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

      

第
十
条 

削
除 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 

                     



 

二 
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
九
十
九
号
）
第
九
条
第
二
号
又
は
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令

の
制
定
又
は
改
廃 

２ 

分
科
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第

八
条
及
び
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
総
会
」
と
あ

る
の
は
「
分
科
会
」
と
、「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
長
」
と
読
み
替
え

る
。 

３ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

一 

電
気
通
信
事
業
部
会 

二 

有
線
放
送
部
会 

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

          

 （
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
郵
便
・
信
書
便
サ
ー
ビ
ス
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と

い
う
。）
を
置
く
。 

 

２ 

部
会
は
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
三
条
、
お
年
玉

付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）

第
十
一
条
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
。
第
三
項
に
お
い
て
「
信
書
便
法
」
と
い
う
。）

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 

                     



           

２ 

部
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八

条
及
び
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
総
会
」
と
あ

る
の
は
「
部
会
」
と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。

３ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

（
部
会
の
所
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
別
記
一
及
び
別
記
二
の
と
お

り
と
す
る
。 

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
お
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事

項
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
部
会
の
議
決
は
、
そ

の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
議

決
で
あ
っ
て
、
緊
急
の
必
要
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
も
の
又

は
そ
の
事
項
の
内
容
が
軽
微
で
あ
る
も
の
と
し
て
会
長
が
認
め
る
も
の
に

つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

一 

郵
便
法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号

若
し
く
は
第
三
号
の
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃 

二 

信
書
便
法
第
九
条
第
二
号
又
は
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省

令
の
制
定
又
は
改
廃 

 

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八

条
及
び
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
総
会
」
と

あ
る
の
は
「
部
会
」
と
、「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
長
」
と
読
み
替
え

る
。 

５ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 

                     



   

 

附 
則 

 

   

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

 

附 

則 

（
日
本
郵
政
公
社
経
営
・
評
価
分
科
会
の
調
査
審
議
に
関
す
る
特
例
） 

第
二
条 

郵
政
行
政
審
議
会
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
郵

政
公
社
経
営
・
評
価
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
に
係
る
議
決
で
あ
っ
て
、
緊
急
の
必
要
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
も
の
又
は
そ
の
事
項
の
内
容
が
軽
微
で
あ
る

も
の
と
し
て
会
長
が
認
め
る
も
の
は
、
そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決

と
す
る
。 

２ 

分
科
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八

条
及
び
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
総
会
」
と

あ
る
の
は
「
分
科
会
」
と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
長
」
と
読
み

替
え
る
。 

３ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 

                     



  

（
郵
政
行
政
分
科
会
の
調
査
審
議
に
関
す
る
特
例
） 

第
二
条 

分
科
会
は
、
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
令
第
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
分
科
会
の
議
決
は
、
そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
七
十
四
条
、
整
備
法
附
則
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十

号
）
第
六
十
八
条
、
整
備
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
百
五
条
、
整

備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
の
利

子
の
民
間
海
外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
、
整
備
法
附
則
第
二
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事

業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
二
号
第

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

（
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
） 

第
三
条 

審
議
会
に
、
当
分
の
間
、
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
を
置
く
。 

２ 

貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
は
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

 

（
同
上
） 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 

                     



 

                     

    

六
条
の
二
第
二
項
及
び
整
備
法
附
則
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項 

         

附 

則 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

  

３ 

貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
三
項
中
「
前
項
」

と
あ
る
の
は
「
前
項
及
び
附
則
第
四
条
第
二
項
」
と
、「
部
会
」
と
あ
る
の

は
「
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
」
と
、
第
十
一
条
第
四
項
か
ら
第
六
項

ま
で
の
規
定
中
「
部
会
」
と
あ
る
の
は
「
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
」

と
、「
部
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
長
」
と
読
み

替
え
る
。 

 

附 

則 

１ 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
七
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

郵
便
・
信
書
便
サ
ー
ビ
ス
部
会
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

間
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政

令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
郵
政
民
営
化
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
附

則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法

第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調

査
審
議
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
郵
便
・
信
書
便
サ
ー
ビ
ス
部
会
の

議
決
は
、
そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

                     

別
記
一 

電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 一 

委
員
等 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話

業
務
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審
議 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

附 

則 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
。

１ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

                     

 

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。

以
下
「
平
成
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
及
び
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の

合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
六
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項

２ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
平
成
十
年
改
正
法
附
則

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し

書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

３ 

平
成
十
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事

業
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
「
聴
聞
の
主
宰
者
」
の
推
薦 

 
 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

   

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

                     

 

別
記
二 

有
線
放
送
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
有
線
放
送
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審

議 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
諮
問
事
項

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

案 

   

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
一
号
（
郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
三
号
及
び
同

第
四
号
に
よ
る
一
部
改
正
後
） 

改
正
前  

（
意
見
の
聴
取
） 

 

（
趣
旨
） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵 

政 

行 

政 

審 

議 

会 

会 

長 
 

 
 
 

平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日 

  

（
議
長
） 

 

（
総
会
の
招
集
） 

 

第
四
条 

会
長
は
、
総
務
大
臣
の
求
め
が
あ
る
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
総
会
の
議
題
に
関
し
、
広
く
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
条 

会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

第
二
条 

審
議
会
の
総
会
（
以
下
「
総
会
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。 

第
一
条 

郵
政
行
政
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他

審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
郵
政
行
政
審
議
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
八
十
一

号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

会
長
は
、
総
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
（
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨

時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
必
要
に
応
じ
専
門
委
員
に
対
し
あ
ら
か
じ
め

議
題
、
日
時
及
び
場
所
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

郵
政
行
政
審
議
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
八
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

郵
政
行
政
審
議
会
議
事
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

郵 

政 

行 

政 

審 
議 

会 

議 

事 

規 

則 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

（
付
議
） 

 

九 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

八 

議
決
事
項 

 

 

七 

議
事 

 

六 

議
題 

 

五 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

 

四 

意
見
を
聴
取
し
た
者
の
氏
名 

 

三 

出
席
し
た
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名 

 

二 

開
会
及
び
閉
会
の
時
刻 

 

（
議
事
の
特
例
） 

 

（
議
事
録
） 

 

（
職
員
の
出
席
） 

第
八
条 

緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
場
合
は
、
会
長
の
認
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
文
書
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
総
会
の
議
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
議
題

の
内
容
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
総
会
を
招
集
し
て
審
議
す
る
必
要
が
な
い
と
会

長
が
認
め
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。 

 

第
七
条 

審
議
会
に
対
す
る
付
議
は
、
文
書
に
よ
り
行
い
、
か
つ
、
必
要
な
資
料
を
添

付
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条 

審
議
会
は
、
総
会
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。 

第
五
条 

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
職
員
を
総
会
に
出
席
さ

せ
て
、
議
題
に
関
し
説
明
さ
せ
、
又
は
質
疑
に
答
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
会
長
は
、
そ
の
議
事
に
つ
い
て
、
次
に
招
集
す
る
総

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
意
見
の
聴
取
に
係
る
議
題
の
審
議
に
当
た
り
、
聴
取
し
た
意

見
を
参
考
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
三
条
、
お
年
玉
付
郵
便

葉
書
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
一
条
及
び

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九 

号
。
第
三
項
に
お
い
て
「
信
書
便
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
審

議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項 

 
 

 

（
部
会
） 

 
（
公
開
に
関
す
る
取
扱
い
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
郵
便
・
信
書
便
サ
ー
ビ
ス
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）

を
置
く
。 

 

第
十
条 

削
除 

第
九
条 
総
会
は
、
原
則
と
し
て
、
非
公
開
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
お
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
部
会
の
議
決
は
、
そ
の
議
決
を
も
っ
て
審

議
会
の
議
決
と
す
る
。
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
議
決
で
あ
っ
て
、
緊
急
の
必
要
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
も
の
又
は
そ
の
事
項
の
内
容
が
軽
微
で
あ
る
も
の

と
し
て
会
長
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
係
る
基
準
及
び
手
続
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 
 

２ 

部
会
は
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

２ 

総
会
に
お
け
る
議
事
録
及
び
配
布
資
料
は
、
原
則
と
し
て
、
公
開
と
す
る
。 

一 

郵
便
法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
若
し
く
は

第
三
号
の
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃 

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
施
行
期
日
） 

 

二 

信
書
便
法
第
九
条
第
二
号
又
は
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
の
制
定

又
は
改
廃  

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
及
び
第

九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
部

会
」
と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。 

５ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 
 

附 

則 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
日
本
郵
政
公
社
経
営
・
評
価
分
科
会
の
調
査
審
議
に
関
す
る
特
例
） 

第
二
条 

郵
政
行
政
審
議
会
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
郵
政
公
社
経

営
・
評
価
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
事
項
に
係
る
議
決
で
あ
っ
て
、
緊
急
の
必
要
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
も
の
又
は
そ
の
事
項
の
内
容
が
軽
微
で
あ
る
も
の
と
し
て
会
長
が
認
め
る
も
の
は
、

そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。 

３ 
分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

２ 

分
科
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
及
び

第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
分

科
会
」
と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。 

（
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
） 
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第
三
条 

審
議
会
に
、
当
分
の
間
、
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
を
置
く
。 

３ 

貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
及
び
附
則

第
四
条
第
二
項
」
と
、
「
部
会
」
と
あ
る
の
は
「
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
」
と
、

第
十
一
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
部
会
」
と
あ
る
の
は
「
貯
金
・
保

険
サ
ー
ビ
ス
部
会
」
と
、
「
部
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会

長
」
と
読
み
替
え
る
。 

２ 
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
は
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第

七
十
四
条
、
整
備
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
六
十
八
条
、
整
備
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
百
五
条
、
整
備
法

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事
業

に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
七
条
の

二
第
二
項
、
整
備
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り
金

の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第

七
十
二
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
及
び
整
備
法
附
則
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項 

 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
八
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定

は
、
平
成
十
九
年
七
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

郵

政

行

政

審

議

会

決

定

第

四

号 

 
 
 
 
 

郵

政

行

政

審

議

会

決

定

第

三

号 

附 

則 
 

平

成

十

九

年

七

月

三

十

日 

附 

則 
 

平

成

十

六

年

八

月

三

日 

 3

２ 

郵
便
・
信
書
便
サ
ー
ビ
ス
部
会
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
郵
政

民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政

令
第
二
百
三
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
政
民
営
化
法
施
行
令

（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
郵
政
民
営

化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
同
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を

調
査
審
議
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
郵
便
・
信
書
便
サ
ー
ビ
ス
部
会
の
議
決
は
、

そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。 



- 1 -

郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
二
号

郵
政
行
政
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日

管
理
機
構
又
は
信
書
便
事
業
者
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ

郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
一
号
）
第
九
条
第
三
項
（
同
規
則
第

の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

十
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

（
議
事
録
の
公
開
）

を

含

む

）

の

規

定

に

基

づ
き

、

郵

政

行

政

審

議

会

の

公
開

に

第
四
条

総
会
の
議
事
録
は

郵
政
行
政
局
企
画
課
管
理
室

以

。

、

（

関
す
る
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

下

「

管

理

室

」

と

い

う

）

に

お

い
て

原

案

を

作

成

し

、
出

。

席
委
員
等
に
よ
る
確
認
の
後
、
会
長
の
了
解
を
得
る
も
の
と

平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日

す
る
。
ま
た
、
総
会
の
議
事
概
要
は
、
管
理
室
に
お
い
て
原

郵
政
行
政
審
議
会
会
長

案
を
作
成
し
、
会
長
の
了
解
を
得
る
も
の
と
す
る
。

２

総
会
の
議
事
録
及
び
議
事
概
要
は
、
管
理
室
に
お
い
て
閲

郵
政
行
政
審
議
会
の
公
開
に
関
す
る
細
則

覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

す
る
こ
と
に
よ
り
公
開
す
る
。

（
趣
旨
）

（
配
布
資
料
の
公
開
）

第
一
条

郵
政
行
政
審
議
会
の
公
開
に
関
す
る
基
準
及
び
手
続

第
五
条

総
会
の
配
布
資
料
は
、
管
理
室
に
お
い
て
閲
覧
に
供

に
つ
い
て
は
、
こ
の
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

す
る
と
と
も
に
、
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ

（
総
会
の
公
開
）

と
に
よ
り
公
開
す
る
。

第
二
条

郵
政
行
政
審
議
会
の
総
会

以
下

総
会

と
い
う

（
準
用
規
定
）

（

「

」

。
）

は
、
公
開
の
議
決
を
し
た
場
合
を
除
き
、
非
公
開
と
す
る
。

第
六
条

分
科
会
及
び
部
会
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か

（
議
事
録
の
公
開
基
準
）

ら
前
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
条

総
会
の
議
事
録
及
び
配
布
資
料
は
公
開
と
す
る
。
た

「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
」
又
は
「
部
会
」
と

「
会

、

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
一
部
又

長
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
長
」
又
は
「
部
会
長
」
と
読
み

は
全
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

替
え
る
。

一

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
に
国
民
の
間
に
混
乱
を

生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

二

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を

附

則

与
え
又
は
不
利
益
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

（
施
行
期
日
）

三

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
、
郵
便

第
一
条

こ
の
細
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施

事
業
株
式
会
社

郵
便
局
株
式
会
社

郵
政
民
営
化
法

平

行
す
る
。

、

、

（

成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る

（
日
本
郵
政
公
社
経
営
・
評
価
分
科
会
に
係
る
準
用
規
定
）

郵
便
貯
金
銀
行
、
同
法
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
郵
便

第
二
条

日
本
郵
政
公
社
経
営
・
評
価
分
科
会
（
以
下
「
分
科

保
険
会
社
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険

会

」

と

い

う

）

の

公

開

に

つ

い
て

は

、

第

二

条

か

ら

第

五

。



- 2 -

条

ま
で

の

規

定

を

準

用

す

る
。
こ

の

場

合

に
お

い
て

「

総

、

会

」

と

あ

る
の
は

「

分

科

会

」

と

「

会

長

」

と

あ

る

の
は

、

「
分
科
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。

（
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
に
係
る
準
用
規
定
）

第
三
条

貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
の
公
開
に
つ
い
て
は
、

第

六

条

の
規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い
て

「

部

、

会
」
と
あ
る
の
は
「
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
」
と

「
部

、

会
長
」
と
あ
る
の
は
「
貯
金
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
部
会
長
」
と

読
み
替
え
る
。

附

則

平

成

十

九

年

七

月

三

十

日

郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
五
号

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

改
正
後  

（
意
見
の
聴
取
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵 

政 

行 

政 

審 

議 

会 

会 

長 
 

 
 
 

平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日 

  

（
議
長
） 

 

（
総
会
の
招
集
） 

 

（
趣
旨
） 

 

第
四
条 

会
長
は
、
総
務
大
臣
の
求
め
が
あ
る
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
総
会
の
議
題
に
関
し
、
広
く
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
条 

会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

第
二
条 

審
議
会
の
総
会
（
以
下
「
総
会
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。 

第
一
条 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議

事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議

会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
八
十
一
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

会
長
は
、
総
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
（
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨

時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
必
要
に
応
じ
専
門
委
員
に
対
し
あ
ら
か
じ
め

議
題
、
日
時
及
び
場
所
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

郵
政
行
政
審
議
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
八
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

郵
政
行
政
審
議
会
議
事
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第
一
号 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
議
事
規
則 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

九 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

八 

議
決
事
項 

 

 

七 

議
事 

 

六 

議
題 

 

五 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

 

四 

意
見
を
聴
取
し
た
者
の
氏
名 

 

三 

出
席
し
た
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名 

 

二 

開
会
及
び
閉
会
の
時
刻 

 

（
議
事
の
特
例
） 

 

（
付
議
） 

 

（
議
事
録
） 

 

（
職
員
の
出
席
） 

第
八
条 
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
場
合
は
、
会
長
の
認
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
文
書
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
総
会
の
議
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
議
題

の
内
容
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
総
会
を
招
集
し
て
審
議
す
る
必
要
が
な
い
と
会

第
七
条 

審
議
会
に
対
す
る
付
議
は
、
文
書
に
よ
り
行
い
、
か
つ
、
必
要
な
資
料
を
添

付
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条 

審
議
会
は
、
総
会
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。 

第
五
条 

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
職
員
を
総
会
に
出
席
さ

せ
て
、
議
題
に
関
し
説
明
さ
せ
、
又
は
質
疑
に
答
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

総
会
の
議
事
録
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
原
案
を
作
成
し
、
出
席
委
員
等

に
よ
る
確
認
の
後
、
会
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
意
見
の
聴
取
に
係
る
議
題
の
審
議
に
当
た
り
、
聴
取
し
た
意

見
を
参
考
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
公
開
に
関
す
る
取
扱
い
） 

２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
会
長
は
、
そ
の
議
事
に
つ
い
て
、
次
に
招
集
す
る
総

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

総
会
に
配
付
さ
れ
た
資
料
及
び
議
事
録
（
以
下
「
議
事
録
等
」
と
い
う
。)

は
、
審

議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
議
事
録

等
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
又
は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場

合
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
郵
政

行
政
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事

項
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
分
科
会
の
議
決
は
、
そ
の
議
決
を

も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
議
決
で
あ
っ
て
、
緊
急
の

必
要
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
も
の
又
は
そ
の
事
項
の
内
容
が
軽
微
で
あ
る

も
の
と
し
て
会
長
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

４ 

議
事
録
が
公
開
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
審
議
会
の
事
務
局
は
、
議
事
概
要
を
速
や
か

に
作
成
し
、
会
長
の
承
認
を
得
て
公
開
す
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
会
を
非
公
開
と
す
る
場
合
又
は
前
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
等
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
公
表
す
る
。 

第
九
条 

総
会
は
、
原
則
と
し
て
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
総
会
を
公
開
す
る
こ
と
に

よ
り
当
事
者
又
は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
非
公
開

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
分
科
会
） 

一 

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号

長
が
認
め
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。 

 

 

（
施
行
期
日
） 

  

（
部
会
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
別
記
一
及
び
別
記
二
の
と
お
り
と
す

る
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

３ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

２ 

分
科
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
及
び

前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
分
科

会
」
と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
分
科
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。 

２ 

部
会
の
議
事
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
及
び
第

九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
」

と
、
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
部
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。 

（
部
会
の
所
掌
事
務
） 

二 

有
線
放
送
部
会 

一 

電
気
通
信
事
業
部
会 

二 

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

九
号
）
第
九
条
第
二
号
又
は
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改

又
は
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃 

廃

 
 

附 

則 
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第
二
条 
分
科
会
は
、
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
分
科
会

の
議
決
は
、
そ
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
八
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
郵
政
行
政
分
科
会
の
調
査
審
議
に
関
す
る
特
例
） 

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有 

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
七
十
四
条
、
整
備
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
六
十
八
条
、
整
備
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
百
五
条
、
整
備

法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事

業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
七
条

の
二
第
二
項
、
整
備
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り

金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律

第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
及
び
整
備
法
附
則
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項 

  
 
 
 
 

郵

政

行

政

審

議

会

決

定

第

三

号 

附 

則 
 

平

成

十

六

年

八

月

三

日 

         

こ
の
決
定
は
、
平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 
 
 

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
決
定
第 

号 

 
 
 
 
 

郵

政

行

政

審

議

会

決

定

第

四

号 

附 

則 
 

平

成

二

〇

年

九

月

二

十

九

日 

附 

則 
 

平

成

十

九

年

七

月

三

十

日 
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電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 一 

委
員
等 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話
業
務
の
規

律
に
関
す
る
調
査
審
議 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、
主
査
を
長

と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部

会
長
が
定
め
る
。 

      

別

記

一

 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
。 

３ 

平
成
十
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の

１ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
平
成
十
五
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
及
び
電
気

通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
平
成
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第

九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
平
成
十
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業

法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
五
条
第
二

項
の
「
聴
聞
の
主
宰
者
」
の
推
薦 

附 

則 

                    



 
 
 

 別

記

二
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

四 

委
員
会 

三 

専
決
事
項 

二 

所 

掌 

一 

委
員
等 

有
線
放
送
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
。 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
有
線
放
送
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審
議 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

部
会
長
が
定
め
る
。 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、
主
査
を

長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

１ 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 
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